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　お母さんと赤ちゃんのお口の健康のため、
粕屋歯科医師会では糟屋地区在住または糟屋
地区の産婦人科に通院している妊産婦さんと、
１歳未満のお子さんを対象とした「歯科健診・
指導相談」を行っています。
　お母さんのお口のケアは将来の赤ちゃんの
お口の健康に影響を与えます。進行した歯周病
にかかっている妊婦さんは、早産や低体重児
出産の危険性が７倍にもなると報告されてい
ます。歯磨きなどで出血することがなくても、
ぜひ歯科医院で予防法の相談をしましょう。
　生まれたばかりの赤ちゃんのお口の中には、
むし歯菌はいません。口移しでものを食べさ
せたり、大人が使ったスプーンや箸で赤ちゃ
んに食事をさせたりすることで、お母さんや
家族からむし歯菌をもらってしまうことが多
いのです。赤ちゃんが生まれてから、むし歯
予防のスタートとして重要なのは、周りの大
人、特にお母さんのお口のむし歯菌を減らす
ことです。

　「歯科健診・指導相談」は無料で受診できま
すので、ぜひこの機会にご利用ください。
　歯科医師・歯科衛生士などが、お口の状態
に合わせて歯科保健指導・相談を行います。
つわり中のブラッシング法や、はえたばかり
の乳歯のブラッシング方法など、なんでもご
相談ください。妊娠中および出産後１年以内
の人は、３回まで無料で受診できます（妊娠中
の受診時期はかかりつけの産婦人科とご相談
ください）。
　なお、受診の際には粕屋歯科医師会ホーム
ページに掲載の「協力歯科医院」のリストの中
から、希望する医院に連絡してください。「妊
産婦歯科健診実施医療機関」のステッカーがあ
る医院で歯科健診の受診ができます。母子健
康手帳・健診カードをお持ちください。
※�健診・指導相談後、治療を希望する場合は

有料。マイナ保険証または資格確認証が必
要となります。

※�「妊産婦・乳児（１歳未満）歯科健診・指導
相談カード」は、母子健康手帳交付時に渡し
ています。

【問い合わせ先】
一般社団法人　粕屋歯科医師会
☎ ７１２-１７６４　　FAX ７４１-９９７７
主催：粕屋歯科医師会
協力：粕屋医師会、粕屋薬剤師会、粕屋保健福祉事務所、
糟屋地区市町村（古賀市、新宮町、久山町、篠栗町、粕屋町、
志免町、宇美町、須恵町）

妊産婦・乳児（１歳未満）
歯科健診・指導相談のご案内

無料
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